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１．事後評価結果の概要 

 

（１）目的 

都市再生整備計画事業は、事業終了後に市町村が設定した目標に対する事業効果を検

証する事後評価を重視している。そのため、交付期間終了時に自治体は、都市再生整備

計画に記載した目標の達成状況を検証し、その要因分析を行うとともに、今後のまちづ

くり方策等の検討を行う。その後、自治体自ら実施した事後評価結果は、意見聴取のた

めの住民公表や、第３者委員会による妥当性の確認を行い、最終的に国へ提出及び公表

を行う。 

本業務は、平成 21～25 年度を計画期間とする「大網東地区都市再生整備計画」の

事後評価作業を行い、交付金のもたらした成果等を客観的に診断して、今後のまちづく

りを適正な方向で実施すること、及び成果を住民にわかりやすく説明することを目的と

する。 

また、「大網白里市社会資本整備総合交付金評価懇話会設置要領」に基づき、第三者

による事後評価の手続きや事後評価結果の妥当性の確認を行う。 

 

（２）事後評価の作業スケジュール 

都市再生整備計画事業は、PDCA サイクルにより実施され、事後評価はその“Check”

の段階にあたる。事後評価の流れは、以下に示す通りである。 
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（３）事後評価の考え方 
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（４）計画概要 

  



 - 6 -

  



 - 7 -

 

  



 - 8 -

  



 - 9 -

  



 - 10 -

（５）事後評価結果の概要 
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